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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年4月12日(2011.4.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
有機酸またはアルコールとのシラン複合体で被覆処理された化粧料用無機粉体。
【請求項２】
前記有機酸またはアルコールとのシラン複合体がヒアルロン酸ジメチルシランジオール、
乳酸モノメチルシラントリオール、及びメチルシラノールトリPEG－８－グリセリルココ
エートから選択される１種又は２種以上であることを特徴とする、請求項１に記載の化粧
料用無機粉体。
【請求項３】
前記無機粉体がセリサイト及び／又はマイカであることを特徴とする、請求項１又は２に
記載の化粧料用無機粉体。
【請求項４】
前記有機酸またはアルコールとのシラン複合体の被覆量が、被覆粉体に対して０．００１
～２０質量％であることを特徴とする、請求項１～３何れか１項に記載の化粧料用無機粉
体。
【請求項５】
更に、疎水化処理を施されていることを特徴とする、請求項１～４何れか１項に記載の化
粧料用無機粉体。
【請求項６】
前記疎水化処理が、パーフルオロアルキル処理、パーフルオロアルキルリン酸塩処理、ハ
イドロジェンメチルポリシロキサン焼き付け、ジメチルポリシロキサン焼き付け処理、金
属石鹸コーティング処理、アシル化アミノ酸塩コーティング処理から選ばれる1種又は2種
以上であることを特徴とする、請求項５に記載の化粧料用無機粉体。
【請求項７】
前記疎水化処理による被覆量が、被覆粉体に対して０．０５～２０質量％であることを特
徴とする、請求項５または６に記載の化粧料用無機粉体。
【請求項８】
請求項１～７何れか１項に記載の化粧料用無機粉体を含有することを特徴とする、化粧料
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。
【請求項９】
固形粉体化粧料であることを特徴とする、請求項８に記載の化粧料。
【請求項１０】
請求項１～７何れか１項に記載の化粧料用無機粉体が、化粧料に含有される被覆粉体に対
して０．０１～１００質量％であることを特徴とする、請求項８または９に記載の化粧料
。
【請求項１１】
粉体と油剤からなる化粧基剤に、溶剤を添加してスラリーとして、該スラリーを中皿に充
填後、前記溶剤を除去することにより得られることを特徴とする、請求項９または１０に
記載の固形粉末化粧料。
　
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は有機酸またはアルコールとのシラン複合体で処理された無機粉体及び／又は前
記処理に加えて疎水化処理した無機粉体からなる化粧料用無機粉体、並びに、該化粧料用
無機粉体を含有してなる化粧料に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　メークアップ化粧料は、皮膚の欠点をカバーし、美しく装う機能を有する。通常この様
なメーク機能は、粉体原料の隠蔽性や加色効果などの光学効果に依存するところが大き
い。従って、かかる光学効果を維持するためには、つけたときの状態で、粉体原料が皮膚
上に留まっていることが必要となる。通常は、時間とともに、粉体原料は物理的に脱落
したり、汗や皮脂に濡れて、光学効果が異なってしまったりする所謂化粧崩れと言われる
現象で認められる。この化粧崩れの要因である、前記粉体類の脱落の原因としては、粉体
類の付着性の程度、汗や皮脂による流れなどによる場合が存する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　化粧持ちを改善するための検討が種々行われており、この内、物理的脱落に対しては、
メタクリル酸エステル誘導体などの粘着性高分子の被膜を皮膚上に形成させる方法や（例
えば、特許文献１、特許文献２を参照）、固着性の良いワックス基剤の化粧料への配合な
どの方法（例えば、特許文献３を参照）などでの対応が存し、皮脂濡れや汗濡れへの対応
としては、撥水撥油性高分子での粉体処理などの方法（例えば、特許文献４、特許文献５
、特許文献６を参照）が存する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００５】
　また、シリコーン焼き付け処理やパーフルオロアルキルリン酸塩処理により、撥水撥油
性に優れた化粧用粉体が製造できることも、すでに開示されている（例えば、特許文献１
１、特許文献１２を参照）。これらにおける化粧持ち向上効果は、前記の如く明瞭に認め
られている。しかしながら、このような処理では、化粧料の残存量が向上するという意味
での、化粧持ちの向上効果は非常に優れていても、見た目の美しさの持続性は課題が存し
ていた。すなわち、化粧料が多く残存しているが故に、この残存により化粧料分布の不均
一性が目立つ場合が存した。この現象には、表面処理により、二次凝集が促進されやすい
ことも一因となっていた。又、この様な処理においては、粉体を塗布したが故に現れる乾
燥感の抑制も認められるが、十分に皮膚内のしっとり感を保つまでには至っていない。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は、この様な状況下為されたものであり、化粧持ちがよく、保湿効果に加えて粉
体の凝集を回避した化粧料用無機粉体を提供することを課題とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　この様な実状に鑑みて、本発明者らは、化粧持ち及び保湿効果に優れ、粉体の凝集を回
避可能な粉体を求めて、鋭意研究努力を重ねた結果、有機酸またはアルコールとのシラン
複合体被覆処理された粉体がこのような効果があることを見いだし、発明を完成させるに
至った。即ち、本発明は、以下に示す通りである。
　（１）　有機酸またはアルコールとのシラン複合体で被覆処理された化粧料用無機粉体
。
　（２）　前記有機酸またはアルコールとのシラン複合体がヒアルロン酸ジメチルシラン
ジオール、乳酸モノメチルシラントリオール、及びメチルシラノールトリPEG－８－グリ
セリルココエートから選択される１種又は２種以上であることを特徴とする、（１）に記
載の化粧料用無機粉体。
　（３）　前記無機粉体がセリサイト及び／又はマイカであることを特徴とする、（１）
又は（２）に記載の化粧料用無機粉体。
　（４）　前記有機酸またはアルコールとのシラン複合体の被覆量が、被覆粉体に対して
０．００１～２０質量％であることを特徴とする、（１）～（３）何れかに記載の化粧料
用無機粉体。
　（５）　更に、疎水化処理を施されていることを特徴とする、（１）～（４）何れかに
記載の化粧料用無機粉体。
　（６）　前記疎水化処理が、パーフルオロアルキル処理、パーフルオロアルキルリン酸
塩処理、ハイドロジェンメチルポリシロキサン焼き付け、ジメチルポリシロキサン焼き付
け処理、金属石鹸コーティング処理、アシル化アミノ酸塩コーティング処理から選ばれる
1種又は2種以上であることを特徴とする、（５）に記載の化粧料用無機粉体。
　（７）　前記疎水化処理による被覆量が、被覆粉体に対して０．０５～２０質量％であ
ることを特徴とする、（５）または（６）に記載の化粧料用無機粉体。
　（８）　（１）～（７）何れかに記載の化粧料用無機粉体を含有することを特徴とする
、化粧料。
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　（９）　固形粉体化粧料であることを特徴とする、（８）に記載の化粧料。
　（１０）（１）～（７）何れかに記載の化粧料用無機粉体が、化粧料に含有される被覆
粉体に対して０．０１～１００質量％であることを特徴とする、（８）または（９）に記
載の化粧料。
　（１１）　粉体と油剤からなる化粧基剤に、溶剤を添加してスラリーとして、該スラリ
ーを中皿に充填後、前記溶剤を除去することにより得られることを特徴とする、（９）ま
たは（１０）に記載の固形粉末化粧料。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明によれば、化粧持ち及び保湿効果に優れ、粉体の凝集を回避可能な化粧料用無機
粉体を提供することができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
＜１＞化粧料用無機粉体
　本発明の化粧料用無機粉体は、有機酸またはアルコールとのシラン複合体での被覆処理
、又は、有機酸またはアルコールとのシラン複合体での被覆処理及び疎水化処理した粉体
である。
　本発明の化粧料用無機粉体に施す、有機酸またはアルコールとのシラン複合体被覆処理
は、有機酸とアルキル（C１～４）シランとを予め混合、反応させ、エステル乃至はエー
テル結合で結合せしめ、複合体となした、有機酸またはアルコールとのシラン複合体を、
無機粉体の表面に被覆せしめ、所望により、加熱、或いは酸・アルカリ処理などにより定
着せしめたものであり、前記被覆はシラン複合体を、例えば、揮散可能な溶媒に溶解せし
め、噴霧、揮散をさせて行うことが出来る。前記揮散可能な溶媒としては塩化メチレンな
どが好適に例示できる。前記シラン複合体を構成する有機酸としては、サリチル酸、乳酸
、ヒアルロン酸、ペクチン、アスコルビン酸、マヌロン酸、パントテン酸、ヒドロキシプ
ロリン、アルギン酸などが好適に例示でき、アルコールとしては、ポリエチレングリコー
ル、グリセリン等の多価アルコールが好適に例示できる。かかる有機酸乃至はアルコール
は、置換基を有することも出来、該置換基としては、アシル基、ホスホリル基、多価アル
コール残基、カルボン酸残基等が好適に例示できる。又、シランとしては、メチルシラン
トリオール、ジメチルシランジオール、トリメチルシラノールなどが好適に例示できるが
、メチルシラントリオールまたはジメチルシランジオールが特に好ましい。この様な、有
機酸またはアルコールとのシラン複合体の好ましい具体例を挙げれば、メチルシラノール
マヌロネート、ジメチコノールパンテノール、5,6-ジ-o-ジメチルシリスアスコルベート
、ジメチコーンＰＥＧ-７ホスファート、ヒアルロン酸ジメチルシラネディオール、乳酸
モノメチルトリシラノール、PEG－８－グリセリルココエート（メチルシラノール・ポリ
オキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリン縮合物）、PCAメチルシラノール、アスコルビル
メチルシラノールペクチネート、メチルシラノールヒドロキシプロリンアスパルテート、
メチルシラノールカルボキシメチルテオフィリンアルギネート等が挙げられる。本発明の
化粧料用の無機粉体を作成するためには、前記の手段によって有機酸乃至はアルコールを
、アルキルシランと反応させて、シラン複合体を作成し、これを用いることも出来るが、
既に市販されているシラン複合体を購入して利用することも出来る。好ましい市販品とし
ては、例えば、Ｅｘｓｙｍｏｌ社から販売されている、Algisium C(登録商標；メチルシ
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ラノールマヌロネート)、PRO-AA（5,6-ジ-o-ジメチルシリスアスコルベート）、D.S.H.CN
（ヒアルロン酸ジメチルシランジオール）、ＬＡＳＩＬＩＵＭ（乳酸モノメチルトリシラ
ノール）、Biosil Technologies, Inc.社より販売されている、AMINO DL-30（ジメチコノ
ールパンテノール）、Pecosil PSE：Phoenix Chemical社から販売されている、ジメチコ
ーンＰＥＧ-７ホスファート等が例示できる。これらの内、特に好ましいものは、ヒアル
ロン酸ジメチルシランジオール、乳酸モノメチルシラントリオール、及びメチルシラノー
ルトリPEG－８－グリセリルココエートであり、粉体全量に対して０．００１～２０質量
％となるように処理することが好ましく、さらに好ましくは０．１～５質量％である。こ
れらを用いた被覆処理は、無機粉体を１～２０倍容量の液性担体、例えば、水、エタノー
ル、イソプロパノール、塩化メチレン等から選択される１種または２種以上の溶媒に分散
せしめ、これに前記シラン複合体の溶液を加え、しかる後に液性担体を減圧濃縮などで除
去すればよい。本発明の化粧料用の無機粉体に於いては、かかるシラン複合体被覆処理に
加えて、疎水化処理も併せて行うことが好ましい。かかる疎水化処理としては、（パー）
フルオロアルキルシランカップリング剤や（パー）フルオロアルキルリン酸ジエタノール
アミンによる（パー）フルオロアルキル化処理、ハイドロジェンメチルポリシロキサン焼
き付け、ジメチルポリシロキサン焼き付け処理、ステアリン酸亜鉛等の金属石鹸コーティ
ング処理、Ｎ－ラウロイルグルタミン酸アルミニウム等のアシル化アミノ酸塩コーティン
グ処理等が好適に例示できる。かかる疎水化処理は、前記シラン複合体被覆処理に、先だ
って行っても良いし、前記シラン複合体処理の後に行っても良い。特に好ましいものは、
予め疎水化処理を行い、しかる後にシラン複合体処理を行う方法である。この様な場合の
疎水化処理としては、（パー）フルオロアルキル化処理、ハイドロジェンメチルポリシロ
キサン焼付処理が特に好適に例示できる。この様な順序で処理を行うことにより、均一維
持性が著しく向上する。加えて、副次的効果として、水性担体分散性、使用時の乾燥感抑
制作用が顕著となる。この様な疎水化処理は、粉体全量に対して０．０５～２０質量％で
あり、さらに０．５～３質量％となるように行うことが好ましい。本発明の化粧料用無機
粉体における、疎水化処理は、例えば、パーフルオロアルキル処理であれば、パーフルオ
ロアルキル基を有するシリル化剤を用いてカップリング処理を行ったり、パーフルオロア
ルキルリン酸エステルのジエタノールアミン塩等を被覆したりしても良い。ハイドロジェ
ンメチルポリシロキサン焼付やジメチルポリシロキサン焼付は、塩化メチレンなどの溶媒
に溶解せしめ、均一に被覆した後、１００～４００℃で焼付を行えばよいし、金属石鹸コ
ーティングはステアリン酸アルミニウムなどの金属石鹸をメカノケミカル的に被覆するこ
とにより調製できる。アシル化アミノ酸処理であれば、Ｎ－ラウロイルグルタミン酸ナト
リウムの水溶液中に粉体を分散せしめ、しかる後に塩化アルミニウムの水溶液などを加え
てＮ－アシルグルタミン酸アルミニウムを粉体上に沈殿せしめ、これを乾燥することによ
り調製することが出来る。これらの処理の内では、パーフルオロアルキル処理、ハイドロ
ジェンメチルポリシロキサン焼き付けなどが特に好適に例示できる。パーフルオロアルキ
ル処理とは、炭素－炭素結合と炭素－フッ素結合のみの結合しか有さないパーフルオロア
ルキル構造をアルキル基内に含むアルキル基を有する、アルキルトリアルコキシシラン、
ジアルコキシジアルキルシラン又はアルコキシトリアルキルシラン等で処理し、当該パー
フルオロアルキル構造をアルキル基内に含むアルキル基を粉体表面に化学修飾した粉体を
意味する。この様なパーフルオロアルキル構造を有するアルキル基としては、炭素数３～
２０のアルキル基であって、その水素の５０％以上をフッ素原子で置換したものが好まし
く、例えば、ペンタフルオロプロピル基、ヘプタフルオロペンチル基、トリデカフルオロ
オクチル基、ヘプタデカフルオロデシル基、トリデカオクタデシル基等が好適に例示でき
る。これらの基を有する上記シランカップリング剤によってシランカップリングする事に
より、パーフルオロアルキル処理粉体を得ることが出来る。処理量としては、粉体：パー
フルオロアルキル処理剤＝８０：２０～９９：１で処理を行うのが好ましい。又、この様
な処理粉体については、市販のものも存し、本発明ではこの様な市販の処理粉体を使用す
ることもできる。かかる市販品としては、例えば、ＨＦセリサイト、ＨＦチタニアセリサ
イト（ともにテイカ株式会社製）が例示できる。又、ハイドロジェンメチルポリシロキサ
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ンやジメチルポリシロキサン焼き付け処理であれば、ベースとなる粉体に対して０．１～
２０重量部の当該シリコーンを粉体にコーティングし、８０～２００℃で焼き付け処理す
ればよい。又、金属石鹸処理であれば、粉体と脂肪酸石鹸を水性担体中に共存させ、塩化
アルミニウムや塩化亜鉛等の可溶性金属塩を加え、金属石鹸を粉体上に析出させ、これを
取り出し乾燥させれば、金属石鹸コーティング粉体を得ることができる。同様の方法に準
じてアシル化アミノ酸塩コーティング粉体も作製することができる。金属石鹸やアシル化
アミノ酸塩はベースになる粉体に対して０．１～２０重量％用いるのが好ましい。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　＜２＞本発明の化粧料
　本発明の化粧料は、必須成分として前記本発明の化粧料用の粉体を含有することを特徴
とする。本発明の化粧料としては、特段化粧料として通常使用される剤形であれば限定は
ないが、固形粉末化粧料が好ましい。本発明の固形粉末化粧料とは、粉体に所望により５
～２５質量％の油脂成分をコーティングし、これを固形に成形したもので、該成型手段と
しては、加圧成型などが好適に例示できる。固形粉末化粧料の製造方法は、特に限定され
ずプレス成型法、湿式成型法等の何れでもよく、プレス成型法は、粉体成分と油性成分を
混合分散した後、中皿に充填して加圧成型する方法である。湿式成型法は、粉体と油剤を
混合分散したのち、水やアルコール、軽質イソパラフィン、シクロメチコン、低分子量の
ジメチコン等の溶媒を加え、多少の流動性を有するスラリーとし、このスラリーを中皿等
の容器に充填し、引圧等により溶媒を除去する方法である。本発明の効果をより発揮する
には、製品中での粉体を凝集無く分散させることで効果の向上を図ることが出来るため、
湿式成型法が好ましい。本発明の化粧料における、必須成分である本発明の化粧料用無機
粉体の含有量は、かかる粉体の効果が現れる量であれば特段の限定はないが、化粧料全量
に対して、１～６０質量％が好ましく、より好ましくは１０～４０質量％である。かかる
粉体は、下限未満では本発明の効果を奏すことは難しく、上限を超えると化粧品としての
剤形の自由度が少なくなり、使用感、保湿効果、化粧持ちの効果が弱くなる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の皮膚外用剤においては、かかる成分以外に、通常粉体化粧料で使用される任意
成分を含有することが出来る。この様な任意成分としては、例えば、マカデミアナッツ油
、アボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー
油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油モクロウ
、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウラノリン、
還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類；流動パラフィン、ス
クワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロクリ
スタリンワックス等の炭化水素類；オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミリス
チン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類；セ
チルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコー
ル、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等の高級
アルコール等；イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリン酸ヘ
キシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セ
チル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジカ
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プリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２
－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、
トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－ ２－エチルヘキサン酸ペンタ
ンエリトリット等の合成エステル油類；ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシ
ロキサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン；オクタメチルシクロテト
ラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサンシロキ
サン等の環状ポリシロキサン；アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキ
サン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサン
等のシリコーン油等の油剤類；脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナ
トリウム等、ラウリル硫酸カリウム）、アルキル硫酸トリエタノールアミンエーテル等の
アニオン界面活性剤類；塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウム
、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界面活性剤類；イミダゾリン系両性界面活性剤
（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキシ２ナ
トリウム塩等） 、ベタイン系界面活性剤（アルキルベタイン、アミドベタイン、スルホ
ベタイン等、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤類；ソルビタン脂肪酸エステル類
 （ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸
類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（モノス
テアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキルエーテ
ル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノステア
リン酸ポリオキエチレンソルビタン等、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－ソ
ルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセリン
モノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコールモノオレ
ート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類ＰＯＥ２－オクチルドデシ
ルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニルエーテル等
）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシル
テトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導体（Ｐ
ＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルグルコシド等
の非イオン界面活性剤類；ポリエチレングリコール、グリセリン、１,３－ブチレングリ
コール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、プロピレングリ
コール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレングリコール、１，２－ペン
タンジオール、２，４－ヘキサンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オクタ
ンジオール等の多価アルコール類；ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリ
ウム等の保湿成分類；表面を処理されていても良い、マイカ、タルク、カオリン、合成雲
母、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウム、硫
酸バリウム等の粉体類；表面を処理されていても良い、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、
酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類；表面を処理されていて
も良い、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類；レーキ化されていて
も良い赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４ 号、黄色５
号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３号、黄色２
０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４号等の有機
色素類；ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノポリシロキ
サンエラストマー等の有機粉体類；パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤；アントラニル酸
系紫外線吸収剤；サリチル酸系紫外線吸収剤；桂皮酸系紫外線吸収剤；ベンゾフェノン系
紫外線吸収剤；糖系紫外線吸収剤；２－（２’－ヒドロキシ－５’－ｔ－オクチルフェニ
ル)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４’－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫外
線吸収剤類；エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類；ビタミンＡ又はその
誘導体、ビタミンＢ 塩酸塩、ビタミンＢトリパルミテート、ビタミンＢ2ジオクタノエー
ト、ビタミンＢ12、ビタミンＢ6又はその誘導体 、ビタミンＢ又はその誘導体等のビタミ
ンＢ類；α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、ビタミンＥア
セテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチン、ピ



(8) JP 2009-263249 A5 2011.5.26

ロロキノリンキノン等のビタミン類等；フェノキシエタノール等の抗菌剤などが好ましく
例示できる。これらの成分を常法に従って処理することにより、本発明の化粧料は製造す
ることが出来る。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　以下に示す処方に従って、本発明の化粧料用無機粉体を製造した。即ち、ディスパーを
用いて、２００回転／分でイを攪拌しながら、これにロを徐々に加えた。全量が添加され
た後７０００回転／分の速度で１０分分散し、これを真空脱泡した後、減圧下２０℃ で
４日間乾燥させ、しかる後に０．７ｍｍφ丸穴スクリーンを装着したパルベライザーで粉
砕して、本発明の化粧料用の粉体１を得た。同様に操作して、塩化ジメチルジアリルアン
モニウム・アクリルアミド共重合体とヒアルロン酸ジメチルシランジオールとで疎水化処
理を行っていないセリサイトを処理して得た比較粉体１（表２）、「ＨＦセリサイト」に
代えて、疎水化処理を行っていないセリサイトを用いた本発明の化粧料用無機粉体２も作
成した。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　次に示す処方に従って、本発明の化粧料である、化粧料１を作製した。即ち、下記に示
す処方に従って、イの成分をヘンシェルミキサーで混合し０．９ｍｍφ 丸穴スクリーン
を装着したパルベライザーで粉砕し、ヘンシェルミキサーで再度混合しながらロの成分を
噴霧しコーティングして、１ｍｍ ヘリングボーンスクリーンを装着したパルベライザー
で粉砕し、これに１／３質量倍の軽質イソパラフィンを加え、ニーダーにて混練りし、キ
ャピラリ領域のスラリーに加工し、これを金皿に充填し、減圧下、溶媒である軽質イソパ
ラフィンを揮散、除去し、成型して、本発明の化粧料である、化粧料１を得た。同様の操
作で、化粧料１の化粧料用の粉体１をセリサイトに置換した比較例１、ハイドロジェンメ
チルポリシロキサン焼付処理（以後単にシリコーン処理と称することもある）セリサイト
に置換した比較例２、比較粉体１に置換した比較例３、本発明の化粧料用無機粉体２に置
換した化粧料２も製造した。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
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【表４】

【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
＜試験例１＞
　前腕内側部に２ｃｍ×４ｃｍの部位を６カ所設け、部位の位置がわかるようにマーキン
グした後、１つには化粧料１を４０ｍｇ、１つは化粧料２を４０ｍｇ、１つには比較例１
を４０ｍｇ、１つには比較例２を４０ｍｇ、１つは比較例３を４０ｍｇ塗布した。４時間
通常の生活状態で過ごした後、それぞれの部位にピクリン酸の１％エタノール溶液を含浸
させた直径２ｃｍのパルプディスクを３０秒置いて取り外し、速やかに前腕全体を温流水
下、石鹸を用いて洗浄した。洗浄後１０分静置し、部位以外の部分と、パルプディスクを
置いた部分の色差（ΔＥ）をコニカミノルタ色彩色差計ＣＲ４００で測定し、ピクリン酸
の染着程度を調べた。結果を表５に示す。これより、本発明の化粧料は、長時間化粧崩れ
をせずに残存し、皮膚を保護していることがわかる。ここで、ピクリン酸染色部位が殆ど
存しないことは、皮膚上に形成された化粧膜に綻びの箇所も存しないことを証する。この
様な効果は、前記シラノール複合体被覆によって発現されるが、その程度は該シラノール
複合体被覆の下層に疎水化処理被膜が存する場合の方がより顕著であり、この様な疎水化
処理と、前記シラノール誘導体被覆処理の二重処理がなされていることがより好ましいこ
とも判る。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
＜試験例２＞
　上記化粧料１、化粧料２，比較例１～３について、専門パネラーによる使用性評価を行
った。使用性の評価項目はカバー力、及び、仕上がりの自然さで、評価基準はスコア１：
感じない、スコア２：不足している、スコア３：可もなく不可もなく、スコア４：優れる
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、の評点を付して行った。結果を表６に示す。この結果より、本発明の化粧料用無機粉体
は基体の性質を生かしつつ、その化粧崩れを防ぐものであることがわかる。さらに、ビデ
オマイクロスコープによる化粧膜の観察結果から化粧料の経時的変化は化粧料１に比べて
比較例１及び比較例２では粉体の凝集が認められた。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
【表７】

　ここで、化粧料用無機粉体１におけるヒアルロン酸ジメチルシランジオールを乳酸モノ
メチルシランジオールに変えたものを化粧料用無機粉体４とし、これを配合した化粧料を
化粧料３、化粧料用無機粉体１におけるヒアルロン酸ジメチルシランジオールをメチルシ
ラノールトリPEG－８－グリセリルココエートに変えたものを化粧料用無機粉体５とし、
これを配合した化粧料を化粧料４とした。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　下記の表９に従って、実施例１と同様の手技を用いて、本発明の化粧料用無機粉体であ
る、化粧料用無機粉体６を作成した。この化粧料用無機粉体６を用いて、本発明の化粧料
である、化粧料５を作成した。このものを試験例１の手法で評価したところ、ΔＥ値は０
．１１で同様の効果が確認された。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００３１】
【表１０】

【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　次に示す処方に従って、本発明の化粧料である、化粧料６を作製した。即ち、下記に示
す処方に従って、成分をヘンシェルミキサーで混合し０．９ｍｍφ 丸穴スクリーンを装
着したパルベライザーで粉砕し、ヘンシェルミキサーで再度混合しながらロの成分を噴霧
しコーティングして、１ｍｍ ヘリングボーンスクリーンを装着したパルベライザーで粉
砕し、これを金皿に充填し、加圧成型して、本発明の化粧料である、化粧料６を得た。こ
のものを試験例１の手法で評価したところ、ΔＥ値は０．１３で同様の効果が確認された
ものの、スラリー法による化粧料１にはその効果は及ばなかった。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
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【表１１】
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